
令和５年度（2023年度）「草の根教育実習」実施要項 

　　　　　　　　　　　　　　 

１　目　的 

　　道内の教員養成課程を有する大学（以下「大学」という。）や市町村の地域創生部局と連

携し、大学の学生が多様な教育活動を行うへき地・小規模校の教育実習（以下「実習」とい

う。）を体験する取組を積極的に進め、実習に参加した学生が教職の魅力ややりがいを発見

し、教員を目指す意識を一層高めることにより、「質の高い教職人材の確保」に資する。 

 

２　主　催 

    北海道教育委員会 

 

３　実施時期 

    令和５年（2023年）８月21日（月）から12月22日（金）まで。 

　　ただし、受入校と実習に参加する学生との調整等により、今年度中に上記期間以外の期間

　で実習を行う場合は、その旨を別途報告すること。 

 

４　実習日数 

    概ね３日から５日間程度とする。 

 

５　実習の受入先学校 

    へき地・小規模の公立小学校、中学校及び義務教育学校とする。 

 

６　参加対象 

  　原則として、道内の大学に在籍する学生のうち、実習への参加を希望する者。 

　　 

７　実習内容 

    実習内容は、次の項目を基本とし、受入校が決定する。 

  (1) 児童生徒理解やへき地複式教育を学ぶための学級活動や授業の参観 

　(2) 実施可能な範囲でのＴＴや教壇実習などの学習指導 

  (3) 可能な範囲での特別な配慮を必要とする児童生徒への支援 

　(4) 地域理解につながる行事等への参加 

　(5) その他、へき地・小規模校の特色ある教育活動への参加等 

 

８　実施方法 

    別添「令和５年度（2023度）『草の根教育実習』の流れ」のとおり。 

 

９　備考 

　(1) 市町村における受入校の選定に当たっては、参加者の滞在施設や滞在施設から実習先ま

での移動手段の確保等に関わる負担軽減について、可能な限り御配慮願います。 

　(2) これまでの本実習においては、１校に複数名で参加することにより、実習の一層の充実

が図られていることから、大学からの参加者申込みに当たっては、複数名一組での申込み

について、御検討願います。 

　(3) 大学において、万が一事故が発生した場合に対応できる傷害保険等に加入済みである場

合を除き、本実習に参加するに当たっては、保険に加入することが望ましいため、対応を

御検討願います。 

　(4) 各機関等において、道外の大学に在籍する学生等、本要項で定める者以外の者が本実習

に参加を希望する旨、連絡を受けた場合は、学校教育局教職員育成課に御相談願います。 

  (5) 新型コロナウイルス感染症対策の変更に伴い、実習の実施に当たっては、学校における

　　感染症対策について、御理解と御配慮をお願いします。


